
議   第  ２２９  号   

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出   

 

   熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について 

 

 熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例（令和２年条例第４６号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１７条第２項中「第１０条の２の２第４項」を「第１０条の３第４項」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和３年法律第４４号）の施行による建築士法（昭和２５年法律第

２０２号）の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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〇熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例（令和２年条例第４６号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 備考 

第１条～第１６条 略 第１条～第１６条 略  

〇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和３年５月２６日法律第４４号） 

第６条関係 建築士法の一部改正 

   令和３年８月２６日 施行（公布の日から起算して３月を経過した日から施

行） 

 （構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等） 

第十条の二の二 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対

し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 

 一 一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二か

ら第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受け

た者（以下この章において「登録講習機関」という。）が行う講習（別表第一

(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。）の課程をその申請前一年以内に修了し

た一級建築士 

 二 国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識

及び技能を有すると認める一級建築士 

２ 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計

一級建築士証の交付を申請することができる。 

 一 一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行

う講習（別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。）の課程をその申請前

一年以内に修了した一級建築士 

 二 国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識

及び技能を有すると認める一級建築士 

３ 国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級

建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならな

い。 

４ 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士

（以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。）

は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更

があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証又は設備設計一級

（建築物の設計及び工事監理） （建築物の設計及び工事監理） 

第１７条 第７条第１項の許可を受けた保存建

築物の増築等の工事のうち、建築士法（昭和２

５年法律第２０２号）第３条第１項（同条第２

項の規定により適用される場合を含む。以下

同じ。）、第３条の２第１項（同条第２項にお

いて準用する同法第３条第２項の規定により

適用される場合を含む。以下同じ。）又は第３

条の３第１項（同条第２項において準用する

同法第３条第２項の規定により適用される場

合を含む。以下同じ。）に規定する建築物の工

事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の

設計によらなければ、することができない。 

第１７条 第７条第１項の許可を受けた保存建

築物の増築等の工事のうち、建築士法（昭和２

５年法律第２０２号）第３条第１項（同条第２

項の規定により適用される場合を含む。以下

同じ。）、第３条の２第１項（同条第２項にお

いて準用する同法第３条第２項の規定により

適用される場合を含む。以下同じ。）又は第３

条の３第１項（同条第２項において準用する

同法第３条第２項の規定により適用される場

合を含む。以下同じ。）に規定する建築物の工

事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の

設計によらなければ、することができない。 

２ 第７条第１項の許可を受けた保存建築物の

増築等の工事のうち、建築士法第２条第７項

の構造設計図書による同法第２０条の２第１

項の建築物の工事は、構造設計一級建築士（同

法第１０条の３第４項  の構造設計一級建

築士をいう。以下同じ。）の構造設計（同法第

２条第７項の構造設計をいう。以下同じ。）又

は当該保存建築物が構造関係規定（同法第２

０条の２第２項の構造関係規定をいう。）に適

合することを構造設計一級建築士が確認した

構造設計によらなければ、することができな

い。 

２ 第７条第１項の許可を受けた保存建築物の

増築等の工事のうち、建築士法第２条第７項

の構造設計図書による同法第２０条の２第１

項の建築物の工事は、構造設計一級建築士（同

法第１０条の２の２第４項の構造設計一級建

築士をいう。以下同じ。）の構造設計（同法第

２条第７項の構造設計をいう。以下同じ。）又

は当該保存建築物が構造関係規定（同法第２

０条の２第２項の構造関係規定をいう。）に適

合することを構造設計一級建築士が確認した

構造設計によらなければ、することができな

い。 

３ 第７条第１項の許可を受けた保存建築物の ３ 第７条第１項の許可を受けた保存建築物の
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建築主は、第１項の建築物の工事をする場合

においては、それぞれ建築士法第３条第１項、

第３条の２第１項又は第３条の３第１項に規

定する建築士である工事監理者を定めなけれ

ばならない。 

建築主は、第１項の建築物の工事をする場合

においては、それぞれ建築士法第３条第１項、

第３条の２第１項又は第３条の３第１項に規

定する建築士である工事監理者を定めなけれ

ばならない。 

建築士証の書換え交付を申請することができる。 

５ 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第九条第一項若しくは第二項

又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造

設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければな

らない。 

６ 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交

付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国

に納付しなければならない。 

第１８条～第２５条 略 第１８条～第２５条 略  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


